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１ はじめに 

企業の人手不足は深刻化しており、帝国データバンク

の「人手不足に対する企業の動向調査」によると、2025

年４月時点で正社員の不足は51.4％、非正社員では

30.0％と、どちらも高止まりが続いている。この調査で

対象となっている企業のうち84.9％が中小企業であるこ

とから人手不足を感じている企業の大部分が、中小企業

であることが分かる。   

一方、R５年１月の第123回労働政策審議会障害者雇用

分科会での議論を経て、R６年から40人以上の企業が障害

者雇用対象となり、R８年７月から37.5人以上の企業に障

害者雇用が義務付けられることになった。そんな中、就

労移行支援事業所からお願いされたケースや、人手不足

の解消として地元の就労支援機関にお願いして障害者を

雇用した中小企業の中に、単純作業ではなく、精神的な

負担の大きい業務を知的や発達障害のある方が担ってい

る例も報告されている１）。 

知的や知的＋発達の重複障害を持つ方が、企業で職場

に適応し、継続的に就労するためには、企業内の支援の

あり方が極めて重要となる。本稿では、障害特性を踏ま

えた職場での適応と定着を実現するうえで、企業側の担

当者（指導者）がどのような姿勢と対応を求められるか

について、質的分析の結果をもとに報告する。     

知的障害者の就労上の課題として、職場の人間関係や

同僚とのコミュニケーション、キーパーソン（上司や同

僚）の離職・転属更には、雇用先の障害に対する理解不

足2）が挙げられている。更にコミュニケーション能力に起

因する横断的研究3）や縦断的研究として就労先での「人間

関係・コミュニケーション」と「仕事の指示理解・対処

能力」4）などが挙げられている。そうした研究の蓄積によ

り、就労継続の阻害要因として、職場の人間関係・コ

ミュニケーション、キーパーソンの離職・転属や職場の

障害への理解不足といった点は明らかにされてはいるが、

そうした課題を解決する具体的方策は、十分にはなされ

ていない。 

 

２ 方法 

本報告では、企業就労する知的や知的＋発達障害もあ

る重複障害の方が、就労継続する上で、先行研究で問題

とされる人間関係・コミュニケーションの問題に対して

指導者は、日頃どのような対応を行っていけば良いのか、

次のリサーチクエスチョン（RQ）を設定して調べた。そ

のために実際に企業で障害者を指導している企業在籍型

職場適応援助者（ジョブコーチ）３名と精神保健福祉士

の資格をお持ちの方１名を対象に、一人あたり約50分の

面談を行いSCAT（Steps for Coding and Theorization）5）

による質的分析を行った。    

RQ：知的障害者が就労継続する上で、指導者に求められ

ることは何か（知的障害者とは上記重複障害者も含む）。  

SCATは、意味のまとまりごとに発話を切片化し、注目

すべき語句の抽出、言い換え、背景概念の導出を通して

テーマを形成し、ストーリーラインと理論記述へと収束

させる分析手法である（表１）。 

 

３ 結果  

SCAT分析の結果、４人の指導者の発話データから87の

テーマが抽出され、それを13のサブカテゴリーに整理し、

さらに３つのカテゴリー【指導者としての姿勢】【自立

に向けた対応】【環境対応】に統合した。 

カテゴリー【指導者としての姿勢】では、指導者が本

気で障害者と向き合い、個々の特性に応じた具体的な指

示や説明を行い、愛情と厳しさをもって育成することの

重要性が確認された。さらに丁寧な傾聴姿勢と肯定的な

働きかけにより、障害者本人の自己効力感や信頼関係の

醸成が促進される。【自立に向けた対応】では、知的障

害者を「社会人として育てる」視点での支援が重視され、

未経験業務や役割を意図的に経験させ、誰とでも関係を

築ける社会性や、「経験を積ませる」「頑張って乗り越

える」など、成長の機会を与えることが就労継続につな

がる要因として示唆された。また、チーム作業を通じて

連携や責任感を育てる工夫も指摘された。【環境対応】

では、安心して働ける「安全な場所」を提供し、活躍で

きる「場を作る」ことで、障害者が能力を発揮しやすく

なることも示唆された。また、行動や気持ちを丁寧に観

察し、必要に応じて早期介入や適切なフォローができる

環境整備も重要とされた。これらの要素は相互に関係し

合いながら、就労の継続を支えており、指導者の過剰な

配慮を避けた関わり方が障害者の成長と定着に大きく影

響していることが明らかになった。以上を「知的障害者

の就労指導者役割モデル」として図１に示す。 
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表１ SCATによる分析プロセス（調査者の語りの一部とストーリーライン、理論記述） 

 

図１ 知的障害者の就労指導者役割モデル 

 

４ 結論  

本報告は、企業で採用した知的障害、知的と発達の重

複障害の方の職場適応と就労継続を行うために、図１で

示した通り、実効性のある指導の在り方を示唆するもの

であり、戦力として長期雇用を促す上で企業にとって有

効な人材活用戦略の一環となる可能性を提示している。

更に2023年の障害者雇用促進法改正により、職業能力の

開発・向上が事業主の責務として明確化されたことから

単一作業の習熟にとどまらず、今後は、職業能力の開発

に向けた実践的知見の蓄積が必要となる。 
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